
伊伊勢勢崎崎市市 

特特定定用用途途制制限限地地域域のの手手引引きき 

令和６年３月３１日まで

◎お問い合わせ先 伊勢崎市 都市計画部 都市計画課 都市計画係

〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 市役所東館4階 

TEL 0270-27-2766 



 

特定用途制限地域 

 特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域（市街化調

整区域は除く）において、良好な環境の形成または保持するために行われる土

地利用規制です。 

 主に風俗関連施設や大規模な工場・店舗など居住環境に支障を与えるおそれ

のある建築物などを定め、その立地を規制する地域を指定するものです。 

 

指 定 区 域 制限される建物⽤途 

国定東地区、平井地区、向原東地

区、向原中央地区  

（1）⾵俗施設および遊戯施設、ホテル、旅館など  

（2）危険性や環境を悪化させる恐れのある⼯場  

（3）⼀定量以上の危険物の貯蔵・処理の⽤に供する建

築物（量が多い施設） 

国定中央地区、国定⻄地区、下代

地区、⼩泉地区、向原⻄地区  

（1）⾵俗施設および遊戯施設、ホテル、旅館など  

（2）倉庫業を営む倉庫  

（3）危険性や環境を悪化させる恐れが少ない⼯場、や

や多い⼯場および多い⼯場  

（4）⼀定量以上の危険物の貯蔵・処理の⽤に供する建

築物（量が少ない施設、量がやや多い施設、量が多い

施設） 

前橋笠懸道路沿道地区  （1）⾵俗施設、娯楽施設、遊戯施設、宿泊施設 

 

☆ 特定用途制限地域において制限される建物用途は、「伊勢崎市特定用途制

限地域における建築物等の制限に関する条例」に規定されています。  

 



 

 



 

別表第１（第５条、第１１条関係）  
 

地区 建築してはならない建築物 

国定東地区、向

原東地区、向原

中央地区及び

平井地区 

１ キャバレー、料理店その他これらに類するもの 

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和２３年法律第１２２号）第２条第６項第１号に該当する

営業（以下「個室付浴場業」という。）に係る公衆浴場そ

の他これに類する令第１３０条の９の５に規定するもの 

３ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他これらに類するもの 

４ カラオケボックスその他これに類するもの 

５ 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブ

その他これに類する政令で定めるもの 

６ ホテル又は旅館 

７ 次に掲げる事業（特殊の機械の使用その他特殊の方法に

よる事業であって令第１３０条の９の７に規定するものを

除く。）を営む工場 

（１） 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）の火

薬類の製造 

（２） 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第７

項に規定する危険物の製造 

（３） マッチの製造 

（４） ニトロセルロース製品の製造 

（５） ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレ

ーヨンの製造 

（６） 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製

造（漆の製造を除く。） 

（７） 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 

（８） 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水

紙布の製造 



 

（９） 木材を原料とする活性炭の製造（水蒸気法による

ものを除く。） 

（１０） 石炭ガス類又はコークスの製造 

（１１） 可燃性ガスの製造（令第１３０条の９の８に規

定するものを除く。） 

（１２） 圧縮ガス又は液化ガスの製造（製氷又は冷凍を

目的とするものを除く。） 

（１３） 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗
ふつ

化水

素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐
りん

酸、苛性カリ、苛性ソーダ、

アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし

粉、次硝酸蒼
そう

鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒
ひ

素化合物、

鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シア

ン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭

素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオー

ルズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニ

ン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製

造 

（１４） たんぱく質の加水分解による製品の製造 

（１５） 油脂の採取、硬化又は加熱加工（化粧品の製造

を除く。） 

（１６） ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維

の製造 

（１７） 肥料の製造 

（１８） 製紙又はパルプの製造 

（１９） 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 

（２０） アスファルトの精製 

（２１） アスファルト、コールタール、木タール、石油

蒸 溜
りゆう

産物又はその残りかすを原料とする製造 

（２２） セメント、石膏
こう

、消石灰、生石灰又はカーバイ

ドの製造 



 

（２３） 活字又は金属工芸品の鋳造（印刷所における活

字の鋳造を除く。） 

（２４） 金属の溶融又は精練 

（２５） 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品

の製造又は黒鉛の粉砕 

（２６） 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するは

つり作業（グラインダーを用いるものを除く。）、びょう

打作業又は孔
あな

埋作業を伴うもの 

（２７） 鉄釘
くぎ

類又は鋼球の製造 

（２８） 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延 

（２９） 鍛造機を使用する金属の鍛造 

（３０） 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の

製造 

（３１） 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 

（３２） アセチレンガスを用いる金属の工作（アセチレ

ンガス発生器の容量３０リットル以下のもの又は溶解ア

セチレンガスを用いるものを除く。） 

（３３） 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドラ

イダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付（赤外線を

用いるものを除く。） 

（３４） 出力の合計が０．７５キロワットを超える原動

機を使用する塗料の吹付 

（３５） 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファル

ト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、

骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの 

（３６） 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第１３

０条の９の表中準工業地域欄に掲げる量を超える建築物 

８ ３階以上の部分を次に掲げる建築物以外建築物の用途に

供するもの 

（１） 住宅 



 

（２） 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を

兼ねるもののうち令第１３０条の３に規定するもの 

（３） 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（４） 学校、図書館その他これらに類するもの 

（５） 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（６） 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに

類するもの 

（７） 公衆浴場（個室付浴場業に係るものを除く。） 

（８） 診療所又は病院 

（９） 派出所、公衆電話所その他これらに類する令第１

３０条の４に規定する公益上必要な建築物 

（１０） 老人福祉センター、児童厚生施設その他これら

に類するもの 

（１１） 公益上必要な建築物で令第１３０条の５の４に

規定するもの 

（１２） 前各号に掲げる建築物に附属するもの（自動車

車庫の用途に供するものを除く。） 

９ 前項に掲げる建築物の用途に供するもので、その用途に

供する部分の床面積の合計が３，０００平方メートルを超

えるもの（令第１３０条の７の２に規定するものを除く。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２（第５条関係） 

 

地区 建築してはならない建築物 

国定中央地区、

国定西地区、小

泉地区、下代地

区及び向原西

地区 

１ 別表第１に掲げる建築物 

２ 倉庫業を営む倉庫 

３ 次に掲げる事業（特殊の機械の使用その他特殊の方法に

よる事業であって令第１３０条の８の３に規定するものを

除く。）を営む事業 

（１） 印刷用インキの製造 

（２） 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 

（３） 原動機を使用する２台以下の研磨機による金属の

乾燥研磨（工具研磨を除く。） 

（４） コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若し

くは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの 

（５） 厚さ０．５ミリメートル以上の金属板のつち打加

工（金属工芸品の製造を目的とするものを除く。）又は原

動機を使用する金属のプレス（液圧プレスのうち矯正プレ

スを使用するものを除く。）若しくはせん断 

（６） 印刷用平版の研磨 

（７） 糖衣機を使用する製品の製造 

（８） 原動機を使用するセメント製品の製造 

（９） ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の

加工で出力の合計が０．７５キロワットを超える原動機を

使用するもの 

（１０） 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚
ねん

糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が

０．７５キロワットを超える原動機を使用するもの 

（１１） 製針又は石材の引割で出力の合計が１．５キロ

ワットを超える原動機を使用するもの 

（１２） 出力の合計が２．５キロワットを超える原動機



 

を使用する製粉 

（１３） 合成樹脂の射出成形加工 

（１４） 出力の合計が１０キロワットを超える原動機を

使用する金属の切削 

（１５） 原動機の出力が１．５キロワットを超える空気

圧縮機を使用する作業 

（１６） 原動機を使用する印刷 

（１７） ベンディングマシン（ロール式のものに限る。）

を使用する金属の加工 

（１８） タンブラーを使用する金属の加工 

（１９） ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレン

ダーロール機を除く。）を使用する作業 

（２０） 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第１３

０条の９の表中準住居地域欄に掲げる量を超える建築物 

（２１） 玩具煙火の製造 

（２２） 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドラ

イダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付（赤外線を

用いるものを除く。） 

（２３） セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用

する加工 

（２４） 絵具又は水性塗料の製造 

（２５） 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 

（２６） 骨炭その他動物質炭の製造 

（２７） せっけんの製造 

（２８） 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは

血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 

（２９） 手すき紙の製造 

（３０） 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 

（３１） ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他

これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 



 

（３２） 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフ

エルトの製造で原動機を使用するもの 

（３３） 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻の引割若し

くは乾燥研磨又は３台以上の研磨機による金属の乾燥研

磨で原動機を使用するもの 

（３４） レディーミクストコンクリートの製造又はセメ

ントの袋詰で出力の合計が２．５キロワットを超える原動

機を使用するもの 

（３５） 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 

（３６） 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥
と

石、るつぼ

又はほうろう鉄器の製造 

（３７） ガラスの製造又は砂吹 

（３８） 鉄板の波付加工 

（３９） ドラムかんの洗浄又は再生 

（４０） スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 

（４１） スエージングマシン又はロールを用いる金属の

鍛造 

４ 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が１５０

平方メートルを超えるもの（日刊新聞の印刷所、作業所の

床面積が３００平方メートルを超えない自動車修理工場及

び産業の振興を図る必要があるものとして立地することが

やむを得ないと市長が認めるものを除く。） 

 

 

別表第３（第５条関係） 

地区 建築してはならない建築物 

前橋笠懸道路沿

道地区 

１ 別表第１の１から６に掲げる建築物 

２ ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類す

る令第１３０条の６の２に規定する運動施設 

 


